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製造物責任法について 

弁護士 岩永隆之 

第１ 総論 

 １ 民法上の制度について 

 

      製 造 者 

                            不法行為責任(民７０９) 

 

 

   販 売 者  消 費 者 

                   債務不履行責任(民４１５) 

           瑕疵担保責任(民５７０) 

 

    救済の困難さ 

    ・対販売業者→①自ら製造しているわけではないので商品の欠陥について

まで過失責任を追及するのは困難 

           ②零細業者も多く資力の問題あり 

    ・対製造者→立証の問題(製造業者の過失まで証明する必要あり) 

          ※過失とは？ 

            欠陥について，予見可能性，回避可能性があったこと 

 

  ２ 製造物責任法(ＰＬ法) 

      製品の欠陥によって生命，身体または財産に損害を被ったことを証明すれば，

被害者は製造業者に対して損害の賠償を請求することができる。 

   製造業者の過失まで証明する必要はない。 

   平成７年７月１日以降に，製造業者等が引き渡した物について適用される。 

 

第２ 法律の説明 

 １ 製造物責任法を武器にして戦うには？ 
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   原告が証明すべき事項は決まっている 

   ① 被告が製造業者等であること 

   ② 被告が製造等をして引き渡した製造物に欠陥があったこと 

   ③ ②により，原告の生命，身体または財産が侵害されたこと 

   ④ 損害の発生および金額 

   ⑤ ③と④との因果関係 

 

 ２ 要件の意味 

  ①被告が製造業者等であること 

   Ｑ「製造業者等」とは？(法２条３項) 

    →・製造，加工業者だけでなく，輸入業者も含まれる(１号) 

     ・表示製造業者(２号) ※ＯＥＭ製品(相手先ブランドで販売される製

品)の供給先 

     ・実質的製造業者(３号) ※製造元が中小企業で，発売元が大企業など

の場合(薬品に多い) 

     ・リース業者，レンタル業者，販売業者は当たらない 

 

  ②被告が製造等をし引き渡した製造物に欠陥があったこと 

   Ｑ「製造物」とは？ 

    →製造または加工された動産(２条１項) 

     ・未加工の農産物などは含まれないが，漬け物などに加工した場合は含

まれる(裁判例のシガテラ毒素の事件) 

     ・不動産も含まれない 

     ・情報自体は動産ではないが，これがＣＤロムなどに組み込まれれば動

産に当たる(但し，争いあり) 

   Ｑ「欠陥」とは？ 

    →当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること(法２条２項) 

     ・設計上の欠陥(設計ミス) 

     ・製造上の欠陥(作成する過程でのミス) 
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     ・指示，警告上の欠陥(危険性を十分に警告しなかったミス) 

    ※ 立法段階では，欠陥の推定規定を設けることが議論されたが，結局，

推定規定は設けられず，被害者が過失を証明しなければならない。 

 

  ③ ②により，原告の生命，身体または財産が侵害されたこと 

   →拡大損害が対象になる(法３条但し書き) 

    当該製品のみの欠陥の場合は，民法でカバーできる 

 

  ④損害の発生および金額 

   →現実に生じた損害のみ(懲罰的損害賠償は認められていない) 

 

 ３ 被告の防御方法 

   被告が証明すれば責任を免れる事項は？ 

   ①開発危険の抗弁(法４条１項) 

    →製造物引渡時点の科学，技術に関する知見によっては，欠陥を認識でき

なかったこと(裁判例のシガテラ毒素の事件) ※最高水準の知見による 

 

   ②部品・原材料製造業者の抗弁(法４条２項) 

    →部品等の欠陥が，もっぱら他の業者からの設計指示に従ったことによっ

て生じた場合で，当該業者に過失がないこと 

 

   ③時効の抗弁(法５条) 

    →損害および賠償義務者を知ったときから３年 

     引渡の時から１０年 

     但し，潜伏期間のある場合は損害発生時から起算 

 

   ④過失相殺 

    →被害者の誤使用などであるが，製造業者等において合理的に予見しうる

範囲の被害者の誤使用は「過失」とはいえない。 
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第３ その他 

 １ 損害賠償の履行確保 

   ＰＬ保険 

   自動車損害賠償保障制度 

   医薬品副作用被害救済基金 

   マーク付賠償制度 

    ・ＳＧマーク(製品安全協会) 

    ・ＢＬマーク((財)ベターリビング) 

    ・ＳＴマーク((社)日本玩具協会) 

    ・ＳＦマーク((社)日本煙火協会) 

 

 ２ 民間紛争処理機関 

      家電製品ＰＬセンター 

      財団法人自動車製造物責任相談センター 

      化学製品ＰＬ相談センター   など各種 

 

 ３ 公的相談機関 

   消費生活センター 

   弁護士会 


